
定員

申込

各会場5０ 名（※定員になり次第締め切らせていただきます。）

①富山会場 令和６年1月23日（火） 13：30～16：30

       ボルファートとやま 4階 珊瑚の間
    富山市奥田新町8番1号 TEL：076-444-0481

②高岡会場  令和６年1月24日（水） 13：30～16：30

 高岡エクール 2階 201号
  高岡市問屋町65番地（高岡問屋センター内） TEL：0766-21-3400

1月15日（月）までに裏面の申込書で、ＦＡＸ等でお申込みください。

介護サービス事業所の
 処遇改善加算・特定処遇改善加算         
ベースアップ等支援加算

 取得促進セミナ ー

主催：

（受付：13：00～）

（受付：13：00～）

処遇改善加算管理シート（講師作成）の様式データを提供します

令和５年度 富山県 介護職員処遇改善加算等の取得促進支援事業

処遇改善加算・特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算
３つの加算を理解するためのポイントを解説します。

◆処遇改善加算の仕組みはどう変わった？

◆新加算「ベースアップ等支援加算」の仕組みは？

◆処遇改善加算算定のメリットとポイントは？

◆算定要件と運用上の注意すべき点は？

◆特定処遇改善加算の算定の注意点と運用のコツ！

栗原 知女 氏

【講師プロフィール】介護人材コンサルタント  ジャーナリスト

早稲田大学第一文学部卒業後、出版社で編集記者として勤務。その後、フ
リーランスジャーナリストとして独立。介護専門誌、人材教育専門誌等の編
集記者を務めて きた。コロナ禍以前は年間約400事業所を訪問。処遇改善加
算等、人事制度やキャリアパスに関するコンサルティングのほか、虐待防止、
チームケア、リーダー養成などの研修講師として全国で活躍中。

くりはら ともじょ

特定処遇改善加算、誤解されていませんか？
・経験１０年のベテラン介護福祉士がいなくても算定可能です！
・月額８万、年収４４０万の職員を設定できなくても加算可能です！
・富山県では、７５％が特定加算を取得済み！



（公財）介護労働安定センター富山支部  宛

参 加 申 込 書

法 人 名

事業所名

住 所

〒

電話番号 FAX

FAX : ０７６－４４４－０４２５

「介護職員処遇改善加算等取得促進セミナー」
（講師：栗原 知女（ともじょ）氏）

B

◆富山会場 1月23日（火） 13：30～16：30 ボルファートとやま ４階 珊瑚の間

◆お問い合わせ◆

公益財団法人 介護労働安定センター 富山支部

〒930-0857 富山市奥田新町8-1 ボルファートとやま8F 担当：柏樹・小竹

         TEL：076-444-0481 E-mail：toyama@kaigo-center.or.jp

※お申込みいただいた個人情報については、当センターのプライバシーポリシーに基づき厳重に管理し、上記目的以外には使用いたしません。
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役職

役職

ふりがな
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役職

役職

役職

◆高岡会場 1月24日（水） 13：30～16：30 高岡エクール ２階 研修室 （高岡問屋センター内）

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

ふりがな

（ホームページに
アクセスできます）
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